
令和４年２月７日 

人 事 課 

 
福井県職員定数条例の一部改正について 

 

１ 改正の考え方 

（１）知事の事務部局（病院、公営企業除く）、教育委員会の事務部局 

教育委員会で所管している競技力向上にかかる業務を知事部局に移管し、スポー

ツによるまちづくり・地域のスポーツ環境整備を一体的に実施するため、知事の事

務部局の職員定数を１０人増員し、その増加分については、教育委員会の事務部局

の職員定数を削減する。 
 

（２）病院の職員 

県立病院中期経営計画の実現に必要な人員体制を整えるため、病院の職員定数を

３１人増員する。 

（主な内容） 

    ・新興感染症に対応可能な看護師を一般病棟に配置 

    ・患者総合支援センター（仮称）を新設し、多職種による入院前の相談を充実 

 

２ 改正の内容 

（１）知事の事務部局の職員 

病院の職員および 
企業業務に従事する

職員以外の職員 
２，８７５人 ⇒ ２，８８５人 ＋１０人  

病院の職員 １，０６２人 ⇒ １，０９３人 ＋３１人  

 

（２）教育委員会の事務部局の職員 

教育委員会の 
事務部局の職員 

２００人 ⇒ １９０人 ▲１０人  

 

 

３ 施行年月日 

  令和４年４月１日 
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